
　自主回収の報告内容を都が公表す

ることにより、より多くの都民に対し、

迅速に健康への悪影響の情報を周知

することが可能となります。�

　その結果、健康への悪影響のおそ

れがある食品の回収が促進され、食

品に起因する健康への悪影響の発生

または拡大を防止することができます。�
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東京都食品安全条例�

調査への�
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東京都�
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　　　健康への悪影響の未然の防止（第21条から第25条）　�
　　　　　　　　　　　　�

�

 　安全性調査・措置勧告制度  �
�

　食品衛生法など現行の法制度で、規格基準の定めがないなど法的な対応ができない課題について、
健康への悪影響を未然に防止する観点から必要な場合には、条例に基づき立入り等の調査を実施で
きるようにしました。�
　安全性調査の結果、健康への悪影響が懸念され、法的な対応が困難な場合には、事業者や事業者
団体に対し、健康への悪影響の未然防止に必要な措置（製造方法の改善、表示等による都民への注
意喚起等）をとるよう勧告するとともに、その内容を公表します。�
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　自主回収報告制度について �
�

　食品に起因する健康への悪影響の発生または拡大を防止するためには、行政による監視指導とと
もに事業者自らが、自主的かつ速やかに違反食品等を市場から排除することが必要です。�
　このため、食品の製造事業者等が、食品衛生法違反や健康への悪影響のおそれに気づき、自主回
収に着手した場合に、都への報告を義務付け、その情報を都民に提供する仕組みを作り、自主回収を
促進します。�
�

　安全性調査の拒否、虚偽の報

告等に対しては、20万円以下の

罰金が課せられます。�

知事の安全性調査・勧告制度の概念図� 食品の自主回収報告制度の概念図�

 生産 ・採取・製造 ・加工・ 輸入等�
【事業活動】�
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規格・基準が定められ�

ていない食品等�

�
食品等に含まれることにより�

人の健康に悪影響を及ぼす�

おそれがある要因�

【提出要求】�

●食品等�

●生産資材（農薬、肥飼料等）�

●耕作地の土壌　など�
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食品安全情報�
評価委員会�

リスク管理�
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・調査、勧告に際し
て意見聴取�
�

都　民�

都　民�【公表】�
●調査結果の公表→安全確保のために必
要な場合に公表�

●勧告内容の公表→勧告と同時に公表�
�
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知事の安全性調査�
�

知事による措置勧告�
�

●製造方法の改善�
●その他必要な措置�
�

●報告要求、立入り�
●食品等の提出要求�
�

 生産 ・採取・製造 ・加工・ 輸入等�

が
い�

・調査、勧告事項に
関する意見�
・情報提供�

特 定 事 業 者�
�

都内に次の施設を
有する者�
●事業所�
●事務所�
●耕作地�
●養殖場�
●その他事業に係
る施設・場所など�
�

製造・加工者�

輸入者�

生産者・生産者団体�

販売者
�※プライベートブランド

商品などの販売者
�

�
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東京都�

■報告（届出）の受理�
■回収方法の変更等の指導�
■公表（インターネット等）�
■回収品に係る指導・確認�
�

■販売先への連絡�
■社　告（任意）�
■企業ＨＰ（任意）�
�

①食品衛生法違反�
②健康への悪影響のおそれ�
�

　【主な報告事項】�
1　事業者名・住所�
2　回収食品等の名称�
3　賞味期限・ロット等�
4　回収理由　等�
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自主検査�

■都 民�
■事業者�
■消費者センター�
■他自治体　など�
�
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